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第７回南区自治協議会 議事概要 
 

日  時 令和７年１２月２４日（水） 午後２時００分～午後２時４０分 

 

会  場 新潟市南区役所４階 講堂 

 

次  第 １ 開会 

２ 議事 

（１） 令和８年度特色ある区づくり予算（区自治協議会提案事業）について 

３ 報告 

（１） 新潟市防災行政無線の更新整備事業について 

４ 部会報告 

５ その他 

６ 次回全体会の日程について 

７ 閉会 

     

事前配布資料 

資料１   令和８年度南区特色ある区づくり予算一覧（区自治協議会提案事業）（案） 

 
当日配布資料 
 資料２   新潟市防災行政無線の更新整備事業について 

資料３-１  南区自治協議会第１部会 会議概要 

資料３-２  南区自治協議会第２部会 会議概要 

資料３-３  南区自治協議会第３部会 会議概要 

その他資料  白高生×南区 チャレンジ発表会 

その他資料 茨曽根地区どんど焼き 

 

出席委員： 関川秀明委員、中村道里委員、高橋文子委員、真保慶一委員、松田松衛委員、 
風間哲也委員、有田正己委員、水野 武委員、志賀康則委員、星野正春委員、 
木下重栄委員、関本昭英委員、渡邊喜夫委員、本永美雪委員、大井 淳委員、 
上杉小貴子委員、堤 美幸委員、松尾正行委員、織田絹子委員、泉田紀代恵委員、 
大関五月委員、鈴木弘行委員、西山ゆき委員、上杉知己委員 
以上２４名 

 
欠席委員： 星野 誠委員、堤 恭佑委員、小林典子委員、関根武史委員 
 
 
事務局：（南区）長浜区長、関副区長、本間区民生活課長、小林健康福祉課長、 

柏木産業振興課長、細貝建設課長、和田味方出張所長、星野月潟出張所長、 
間嶋南区教育支援センター所長、佐藤農業委員会事務局南区事務所長、 
灰野地域総務課長補佐、北地域総務課長補佐、地域総務課職員 

    （本庁）危機対策課職員 
 

〔欠席所属〕拝野白根地区公民館長 
 

 
報  道 ０名 

傍 聴 者 ０名 
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（午後２時００分） 

１ 開会 

○事務局（北地域総務課長補佐）  （配布資料の確認） 

〇議長（関川会長）  

 

２ 議事 

（１）令和８年度特色ある区づくり予算（区自治協議会提案事業）について 

〇議長（関川会長） あいさつですが、全体会後に研修会ということで設けておりますので、す

ぐに会議を始めたいと思います。よろしくお願いします。 

 第７回南区自治協議会を開催します。 

 欠席委員の報告をします。星野誠委員、小林典子委員の２名から報告を受けております。また、

２名ほど会場に着いていない方がいらっしゃいますが、開始時間となっておりますので、始めた

いと思います。出席者は過半数に達していますので、自治協議会条例の規定を充足していること

を報告します。傍聴者、取材の申し込みについてはありません。 
 それでは、議事に入りたいと思います。議事（１）令和８年度特色ある区づくり予算について、

部会の実施事業を各部会長から説明をします。はじめに、第１部会長からお願いいたします。 

〇志賀委員 第１部会の提案事業について説明をいたします。第１部会では、昨年度に続き「し

あわせなまち・きれいなまち美南区クリーンアップ月間事業」と「安心・安全意識啓発事業」を

実施します。事業内容について、クリーンアップ月間は、清掃意識やモラル向上につなげること

を目的に、区民や南区で活動する団体から参加してもらい清掃活動を実施します。令和８年度ま

で自治協議会で実施し、令和９年度に、住みよい郷土推進協議会へ引き継ぐことを目指しており

ます。「安心・安全意識啓発事業」は第３部会の「南区まちなかにぎわい創出事業」で実施するイ

ベントに防災や防犯意識を高めることを目的としたブースを出店します。予算は２事業で１００

万円となります。 

〇議長（関川会長） ありがとうございます。続いて、第２部会長から説明をお願いいたします。 

〇織田委員 第２部会の提案事業について説明いたします。第２部会では昨年度に続き「南区ふ

れ愛月間事業」と「夏休みこども見守り事業」を実施します。事業内容について、「南区ふれ愛月

間事業」は、人と人とのつながりを大切にし、温かい交流が生まれることを目的に、区内小中学

生を対象に「ふれ愛」をテーマとした絵画や川柳の展示を実施します。誘客について、新たな企

画や部会員提案の幼少期からの遊びながら身に着ける英語の要素も検討しながら進めていきま

す。「夏休みこども見守り事業」は、小学生を対象とした学習や交流の場を設け、地域人材で見守

りをします。予算は２事業で１００万円となります。 

〇議長（関川会長） ありがとうございます。続いて、第３部会長から説明をお願いいたします。 

〇松尾委員 第３部会の提案事業について、昨年度に続き「南区まちなかにぎわい創出事業」と

「南区魅力発見ツアー事業」の２事業を実施いたします。事業内容について、「南区まちなかにぎ

わい創出事業」は南区の食の魅力発信と、まちなかにぎわい創出を目的に「白ねこマルシェ」を

開催します。開催場所や、出店内容を検討しながら進めたいと思います。「南区魅力発見ツアー事

業」は、南区の魅力発信や交流人口拡大を目的にバスツアーを実施します。今年度の課題を踏ま

えて、申込者が増えるよう実施日や時間帯、訪問先を検討してまいります。予算は２事業で１０

０万円となります。 

〇議長（関川会長） ありがとうございます。最後に、「南区まちづくり活動サポート事業」につ

いては、私から説明させていただきます。令和８年度で９回目を迎えるまちづくり活動サポート

事業は、これまでコミュニティ協議会や自治会、民間事業者など様々な地域活動団体からご提案

をいただき、事業に取り組んでいただきました。今年度は６団体から応募があり、４団体の事業

を採択し、事業を実施していただいているところです。令和８年度も今年度と同様に、この事業

の予算を２００万円とし実施したいと考えております。各部会事業は今年度と同様に１００万円

としていますので、区自治協提案事業の合計で５００万円となります。なお、「南区まちづくり活

動サポート事業」の募集要項の内容につきましては、１月の全体会で審議していただく予定にし

ております。 

 ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問がありましたら、お願いしたいと思います。 

 それでは次に進みたいと思います。 
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３ 報告 

（１）新潟市防災行政無線の更新整備事業について 

〇議長（関川会長） 報告（１）新潟市防災行政無線の更新整備事業について、地域総務課から

報告をお願いします。 

〇関副区長 南区地域総務課の関です。私から説明させていただきます。お手元の資料２をご覧

いただきたいと思います。防災行政無線の更新整備事業になります。まず、おさらい的なところ

からですけれども、１番目の「防災行政無線とは」ということですが、皆さんご存じかとは思う

のですけれども、災害時に市から緊急情報を迅速にお知らせするための仕組みということで、屋

外スピーカーですとか、地域によっては戸別受信機などを通じ、市民の皆様へ必要な情報を届け

る役割を担っているものです。２番目の「現在の仕組み及び更新について」です。現在、新潟市

では沿岸部及び合併前から整備されている地域約２００か所以上に屋外スピーカーを設置して

おります。また、そのうち合併前より整備されている地域の一部につきましては、戸別受信機を

配布しておりまして、各家庭でも受信できる体制にあります。ただ、現在の無線設備なのですけ

れども、機器の生産の終了により修理が困難になること、一部地域においては電波サービスその

ものが終了するといったことになっておりまして、このため更新をしなければいけないというこ

とで、令和８年度から１０年度まで、長い時間をかけてになりますけれども、無線設備の更新を

予定しているところでございます。 

 その下の「現在の仕組み」をご覧いただきたいと思います。今のシステムは大きく二つに分か

れおりまして、左側の津波対策用に沿岸部に設置しているものについては、国から割り当てられ

た電波を使って放送するものになります。６０ＭＨｚの防災無線になります。もう一つが、右側

になりますが、合併前に整備されている地域に設置していると。具体的には南区と西蒲区となり

ます。こちらは民間が運営するＭＣＡ無線と呼ばれるサービスを使っているのですけれども、実

際には、南区の中でも全部ではなくて、右側を見ていただきますと、味方、月潟の二つの地域が

これを使っているということになります。西蒲区では岩室、潟東、中之口ということで、こちら

につきましては、屋外スピーカーのほか戸別受信機での放送をしているということになります。 

 その下の「更新後」です。更新をどうしていくかということなのですけれども、今回、６０Ｍ

Ｈｚの無線につきましても機器が生産終了になること。ＭＣＡ無線のほうはサービスそのものが

なくなることから、すべて市専用の電波に統一をすることになります。統一後はすべて６０ＭＨ

ｚ帯の無線となります。津波災害用に設置したものについては機器の更新をしなければいけない

ということで記載しておりますし、右側のＭＣＡのほうですけれども、市専用の電波に更新する

ことになりますので、ＭＣＡ無線そのものは使えなくなります。ただ、屋外スピーカーそのもの

は受信できるようにすれば使えますので、機器の整備、更新を行うことになります。 

 一番右側に、子局の削減ということで、「必要箇所を精査」とございますが、ここにつきまして

は裏面をご覧いただきたいと思います。南区の具体的な更新内容ということですけれども、先ほ

どのＭＣＡ無線のサービスが終了するのが令和１１年５月末となります。ここを過ぎると何もで

きなくなりますので、それまでに更新をしていくことになります。右側の更新内容をご覧いただ

きたいのですけれども、機器の更新ということで、先ほど少し申し上げましたが、スピーカーは

そのまま流用で使えますので、それはそのままにします。アンテナは、受信する電波が違います

ので更新しなければいけない。制御装置についても更新するということで統一することが可能と

なります。右側、音域が重なる箇所の無線を削減ということで、これは、スピーカーが近接して

いるために、両方から聞こえてハウリングのような形になり聞き取りにくい場所がございます。

そこについては削減するということで、具体的には、白根地区で５局、ＭＣＡのエリアの味方地

区では１局を削減することにしております。 

 下の「南区の皆様へのお願い」というところですけれども、ポイントは２つ目のところになり

ます。現在使用中の戸別受信機やコミュニティ放送につきましては、設備を更新することによっ

て令和１０年度に利用できなくなります。各家庭での情報入手には、市のメール配信やＳＮＳな

どをご活用いただきたいと思います。ただ、スマートフォンをお持ちでない方についての情報提

供についても、別途、本課で手法を考えておりますので、ご理解とご協力をお願いいたしますと

いうことでございます。なお、具体的にコミュニティ放送ができなくなる月潟、味方地域につき

ましては、個別に伺って説明する機会を今後設けていきたいと思っております。ＭＣＡ無線、コ
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ミュニティ放送につきましては、機器が壊れない限りは、基本的には令和１０年度までは使える

ことになりますので、今すぐどうこうなるというものではありませんけれども、この後、スケジ

ュール等が固まっていくと思いますので、そうしましたら具体的にお話をしに伺いたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（関川会長） ありがとうございます。ただいまの報告についてご意見、ご質問があれば

お願いしたいと思います。 

〇渡邊委員 区老連の渡邊です。 

 今のご説明で大変よく分かりましたけれども、一番右側に「子局の削減」とありまして、必要

箇所を精査となっております。今までは、おそらく全地域で情報が均一で、あるいは戸別に情報

が届いていたと思いますけれども、子局の削減ということになりますと、情報が届かないところ

もあるのではないかと懸念されますけれども、その辺はいかがですか。 

〇関副区長 ご質問ありがとうございます。「子局の削減」とある裏面を見ていただきたいのです

けれども、先ほど少し申し上げましたが、「南区の更新内容」が一番上にありますけれども、その

一番右、音域が重なる箇所の無線を削減するということで、これが精査にあたるものになります。

記載しておりますけれども、放送が聞き取りにくい原因となる重複地域を整理して削減するとい

うことですので、聞き取りにくくなるのではなくて、聞きやすくなるとご理解いただければと思

います。 

〇渡邊委員 説明ありがとうございました。今の説明でよく分かりました。とにかく懸念される

ことは、やはり情報が到達しないということだけが心配ですので、その辺は十分注意して、よろ

しくお願いいたします。ありがとうございました。 

〇議長（関川会長） ほかにありますでしょうか。 

 なければ、防災行政無線の更新についてはこれで終わりとします。 

 私の不手際で、先ほど令和８年度の特色ある区づくり予算について説明をさせていただいて、

最後に委員の皆様の承認を頂くことになっておりましたが、忘れていました。申し訳ございませ

んが、承認いただけますでしょうか。 

 

（委員承認） 

 

〇議長（関川会長） ありがとうございました。大変失礼いたしました。 

 

４ 部会報告 

〇議長（関川会長） 続きまして、部会報告に移ります。部会の検討状況を各部会長からお願い

したいと思います。第１部会長からお願いいたします。 

〇志賀委員 第１部会につきましては、１２月１０日、午後２時３０分から１時間で開催してお

ります。１点目が、新潟交通観光バスからのお知らせについてということで、新潟交通観光バス

株式会社から、白根～月潟～燕線の路線を集約し、白根～茨曽根～燕線に一本化する計画案につ

いて報告、説明がありました。 

 ２点目の議事ですけれども、（１）令和７年度第１部会提案事業評価についてということです。

今年度実施した事業について評価できる点や課題、改善点を出し合いました。 

「美南区クリーンアップ事業」でございます。令和６年度と比較し、参加団体は５団体、申込

人数が６０人増加しております。青年会議所へのチラシの設置等で、新規企業の参加が増えたと

いうことです。こどもへの参加呼びかけに力を入れたいと。地域クラブの活動などに取り組める

ような声掛けができるといいのではという意見がございました。 

 「安心・安全意識啓発事業」でございます。国際電話の不取扱手続きは、南警察署生活安全課

と連携して取り組み、多くの人が手続きを実施しました。また生活安全課からは、これをきっか

けにクリーンアップ事業にも参加していただいたところでございます。ニュースや社会情勢を参

考に内容をアップデートし、防災、防犯に関する展示テーマを来年度改めて決めていくというこ

と、第１部会担当の「まちづくり」や「公共交通」に関連した取組みを少しでも事業に取り入れ

るのはどうかといった意見がございました。 

 （２）令和８年度第１部会提案事業についてでございます。これについては先ほど説明したと

おりでございますので、割愛させていただきます。 
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 その他でございます。１月は休会とし、次回会議日程を令和８年２月１８日（水）午後２時か

らとさせていただきました。 

〇議長（関川会長） ありがとうございます。続きまして、第２部会長から報告をお願いします。 

〇織田委員 第２部会は、１２月９日（火）午後１時半から３時１０分まで開催いたしました。

残念ながら１名だけ欠席でしたが、ほかの方からはご出席いただきました。 

 １、令和７年度第２部会の事業を振り返りました。「家族ふれ愛月間事業」は、１１月１６日に

開催した自主上映会「夢みる小学校完結編」とトークセミナーについて、参加者には大変好評だ

ったのだけれども、進行のタイムキープにもう少し改善の余地があった。また、申し込みに「ｅ

にいがた」を使ったのですが、世代によってはこの申し込みの仕方はハードルが高いのではない

かという意見がございました。誘客対象については、もう少しターゲットを絞った案内ができた

らよいのではないかという意見がありました。絵画、標語・川柳作品展については、会場にアン

ケートを張り出し、シールを貼る形にしました。総数７２に対し、良い、普通でおおむね７１で

好評だったことがわかります。しかし気になることがありました。出品数に学校によって大きな

隔たりがあることです。取組みの仕方が学校によって違うのではないか、もう少し依頼方法に工

夫が必要ではないかというご意見がありました。先日各委員が担当校に作品を返却し、賞品等の

配付を済ませました。 

 もう一つの事業、「夏休み宿題サポート事業」です。参加者には大変好評で、各小学校区での実

施を求める声がありました。しかし、第２部会の部会員だけで各小学校区での実施は対応が難し

いので、今後工夫が必要です。さらに部会委員提案の「幼少期からの英語教育の企画」も、何と

か取り入れていけないかということで今後も検討していくことにしました。 

 ２、「令和８年度南区特色ある区づくり事業」については、先ほどの説明のとおりです。 

 ３、「中学生のための地域クラブ活動について」、これが第２部会の事業のほかにもう一つ大き

なテーマとして掲げられているものです。部会委員の皆さんと相談して、今後も第２部会が中心

となって検討することにはなったのですが、部会だけで取り組むにはあまりにも問題が大きいの

で、部会で下準備をして、随時、全体会に提案する形をとらせていただきたいと思います。 

１２月９日の部会では最新情報の共有をいたしました。部会直前の１２月６日に「南区地域ク

ラブ体験会・説明会」がありました。ここに私も参加したのですが、参加団体、参加者数ともに、

少なめの印象を受けました。「ほかの区と比べてどうですか」と地域クラブ活動推進室の方にご質

問しましたら、「南区は事前の情報提供がたくさん行き届いているのではないか」とのお返事でし

た。心配に思っている方が多い区はこの体験会に非常にたくさんの方がお越しになるのだそうで

す。地域クラブ活動推進室の方は、「南区は情報が行き届いていて、心配に思う方がいらっしゃら

ないので、参加者数が少ないのではないか」というご判断をされているそうです。 

 前回の部会のときに、北区では「中学生のための地域クラブ活動推進協議会」というものがで

きあがっているというお話があったので、詳細を知るために地域クラブ活動推進室から資料を頂

きました。その資料を部会で学習いたしました。背景に北区独自の事情があるとわかりました。

そこで南区として今後は「南区内の地域クラブが抱えている問題などを調査したい。アンケート

調査をしてはどうか」という意見が出ました。そこで翌日、教育センターの間嶋センター長に「ア

ンケート調査について」と私からご相談申し上げてみました。南区だけのことについて、市教委

からのアンケート調査の発信というのは難しいのではないか、とのご助言をいただきました。ま

た、校長会のご協力を仰ぐことについても、「中学校の校長会は南区独自では存在しないし、小学

校の南区校長会はすでに１２月に終了している、次の開催は２月」というお話だったのでタイム

リーではないと判断しました。１２月の部会はすでに終了していたのですが、事務局、副部会長

と相談し、「南区ＰＴＡ連絡協議会にご協力をお願いするやり方でどうか」ということで検討しま

した。早速、アンケートの原案を作り、今、部員の皆さん方に見ていただいているところです。 

 「南区の地域クラブ運営者を集めた情報交換会」をぜひ開催したいというところまでは、１２

月の部会で話し合いました。来月の部会で、いつ、どこでやるのかを提案する予定でいますが、

今のところ３月中旬を考えています。 

 次の日程は１月７日（水）、正月明けすぐですが、午前９時半より予定しております。 

〇議長（関川会長） ありがとうございます。続きまして、第３部会長から報告をお願いします。 

〇松尾委員 第３部会の松尾です。令和７年１２月８日、約１時間ほど第８回の会議を行いまし

た。 
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 １、令和７年度自治協議会提案事業の事業評価について話し合いました。今年度実施した第３

部会の事業について評価できるところや課題、改善点などを話し合いました。「南区まちなかにぎ

わい創出事業」でありますけれども、昨年度に続き「白ねこマルシェ」に第１部会と第２部会も

ブースを出店し、３部会合同で事業を実施することができました。第３部会で企画したガチャ、

スーパーボールすくいは、用意した景品がほとんどなくなり、ガチャなどが目的で買い物をする

人もいて、来場者の購買意欲の向上に寄与したと思っております。会場に隣接する民家の雑草が

通行の妨げになっていたことや、時間帯によっては人出に波があること、出店内容に偏りがあり、

飲み物がなかったこと、大人向けの景品がなかったことが課題に挙がりました。 

 二つ目の「南区魅力発見ツアー事業」ですけれども、ぶどう狩りや伝統工芸である蒔絵の体験、

笹川邸の「和のヒカリ」見学、南区の旬な農産物を使用したディナーなどのツアー内容は、参加

者アンケートでは非常に好評であったのですけれども、ツアー募集人数が５０名のところ２９名

しか参加者が集まらなかったことは残念でありました。ターゲットや訪問先、ツアーの周知方法

をさらに検討し、申込が増えるように今後考えていきたいと思います。 

 ２、令和８年度自治協議会第３部会提案事業については、令和８年度の部会提案事業について、

今年度の課題も踏まえ、今年と同じく進めることにしました。 

 その他については、次回会議日程を次のとおりということで、２月２日の午後１時半より開催

することとしました。 

〇議長（関川会長） ありがとうございます。続きまして、広報部会長からお願いします。 

〇堤美幸委員 広報部会です。本日、本会議の前に１時半から集まっていただきまして、開催い

たしました。年度末に配布されます自治協だよりの記事の中身と執筆をだれに依頼するかを検討

しまして、第２号で報告されていない事業、本日これから行われる研修会の内容などについて記

載することを検討しました。 

〇議長（関川会長） ありがとうございます。今までの説明の中でご意見、ご質問がありました

ら、お願いしたいと思います。 

 なければ、部会報告等はこれで終わりとします。 

 

５ その他 

〇議長（関川会長） 続きまして、「その他」について、委員の皆様から何かありますでしょうか。 

〇大井委員 部活動の地域展開のアンケートのお願いを、ＰＴＡの連絡協議会、白根第一中学校

が主管校になっていますので、事務局と協議会会長あてに１月７日に行ってくるのですけれど

も、そのときにつける簡単な資料を、自治協議会会長名で行っていいのか、当部会名で行くのは

少しおかしいと。会長名で行ければ一番いいなと部会では話しているのですけれども。 

〇議長（関川会長） それは一応、部会で当然行かれるわけですから、部会長名でいいかと思い

ます。会長名のほうがよろしいのでしょうか。会長としてはそれでいいと思いますが、委員の皆

さん、それは違うんじゃないでしょうかというのがあれば、お聞きしたいと思いますが、なけれ

ば会長名でいいと思います。お願いします。 

 ほかに何かありますか。 

〇中村委員 コミュニティ茨曽根の中村です。茨曽根地区では毎年恒例としてどんど焼きを行っ

ています。来月１月１７日、午後１時より行います。５メートルの孟宗竹でやぐらを組み、家内

安全、無病息災、豊作祈願などを祈願しお焚き上げを行っております。会場は、茨曽根小学校前

の畑で行われます。駐車場は、地域生活センター駐車場をご利用ください。なお、ぜんざいの振

る舞いがありますので、どうぞご来場をお願いします。 

〇議長（関川会長） ほかにあ委員の皆様からは何かありますでしょうか。 

 続いて、事務局からありますでしょうか。 

〇事務局（北地域総務課長補佐） 地域総務課からお知らせします。カラー刷りの「白高生×南

区チャレンジ発表会」をご覧ください。来月１月２２日（木）午後１時３０分から、白根学習館

ラスペックホールにおいて、白根高校生のチャレンジ発表会を開催します。白根高校とのまちづ

くり連携事業の一環としまして、第１部は、白根高校の１、２年生が総合的な探究の時間におい

て、地域の大人や仕事人へのインタビューをまとめた記事を発表します。第２部は、白根地区公

民館の「しろみな塾」での臼井地区まつりなどへの取組みを発表します。入場無料、申込不要で

どなたでも参加できますので、平日ではありますが、ご家族、ご親戚、ご友人などをお誘いいた
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だき、多くの方から会場に足を運んでいただければと思います。また、裏面にある二次元コード

からは白根高校の活動報告や連携事業の取組み状況を見ることができますので、お時間があると

きにご覧いただければと思います。 

〇議長（関川会長） ほかに事務局からありますでしょうか。 

 なければ、「その他」はこれで終わります。 

 

６ 次回全体会の日程について 

〇議長（関川会長） 続きまして、次第６「次回全体会の日程について」に入ります。開催日は

毎月水曜日となりますので、１月２８日（水）午後２時から、区役所講堂で開催ということでよ

ろしいでしょうか。 

 令和８年１月２８日（水） 午後２時００分から 南区役所４階講堂 

 

７ 閉会 

〇議長（関川会長） 以上をもちまして、第７回南区自治協議会を閉会いたします。 

 

（午後２時４０分） 

 


